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研究成果の概要： 
東アジアの物流の時間的な短縮化を調査し、それが貿易取引の制度や慣習にどのような変化

をもたらしたのかを分析した。物流の短縮化は、運送手段自体の高速化によってもたらされた

ものではなく運送手段間の接続や通関時間の短縮化が主な要因である。また、運送時間の短縮

化はトレードタームズ選択の変化、運送書類の変化、決済条件の変化、貿易ファイナンスの変

化などを連鎖的にもたらした。 
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１．研究開始当初の背景  
東 ア ジ ア 地 域 で の 貿 易 慣 習 の 質

的・量的変化が顕著となっていた。そ
の変化は近年まれにみるものであり、
それが運送時間の短縮化によっても
たらされたものであるということが
予想されていた。 
また、博多～上海間ではロールオン

ロールオフというシャトル形式の船
舶が就航し、これにより東アジアの主
要なラインが時間的に短縮化しコス
トにおいても低くなったことが予想
されていた。 

その結果として、実務者の中では、
貿易取引の方法が大きく変化し、慣習
化しつつあることが認識されていた。 
 
２．研究の目的  
 このような背景において、研究の目
的を以下の 2 点に絞った。  
(1)  東アジア地域の輸出地から輸入地
への運送時間は短縮化されたとい
うことが認識されているが、短縮
化は何によってもたらされている
か。運送手段の高速化なのか、運
送経路の変化なのか、通関時間の
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短縮化なのか、運送と運送の接続
の問題なのか、など。  

(2)  東アジア地域の物流時間の短縮化
が、貿易慣習や制度の大きな変化
をもたらしていると認識されてい
るが、それはどのような因果関係
なのか。そして、どのような変化
をもたらしたのか。  

 
３．研究の方法  
 研究の目的が上記 2 点であるので、
個別にその研究方法を説明する。  
(1)  東アジア地域の運送時間の短縮化
については、まずフォワーダー企
業の協力を得て、上海から福岡の
運送時間の平均を計測する。また、
ロロ船を中心としてその運送経路
とそれぞれに要した時間を計測す
る。特に、ロロ船の場合には、船
積み時間や通関に要する時間を計
測し平均値を計算する。このよう
なメソッドから、平均的な運送所
要時間と各手続きに要する時間と
その割合を分析する。  

(2)  上記の運送時間の分析にもとづい
て、まず書類の到着の遅れの実態
を調査する。なぜならば、まず運
送時間と貿易慣習の関連を考える
場合には船荷証券の危機を媒介と
している可能性が高いからである。
そこから、貿易慣習の変化過程は、
過程変化の仮説をたててそれを検
証するために、銀行、貿易商社、
保険会社、フォワーダー、国際運
送会社にインタビューを行い明確
にする。  

 
４．研究成果 
(1)事前調査 
 この研究に入る事前の研究成果と
して、ロロ船の就航分析を行って、以
下の点を明確にしておいた。  
○全体の運送時間分析には、「待ち時
間」が重要である。  
○平均時間計算には、「平均運送誤差」
と「平均合計誤差」が重要である。  
 
(2)運送時間の短縮化  
以上の事前準備と今回の研究から、

以下が明確となった。  
ロロ船が物流システムに与える影

響のひとつとして、運送される貨物の
形態が重要である。ロロ船は航空機な
みの運送誤差時間と合計誤差時間を
もつ。このような誤差時間内での運送
を実現し、さらに誤差時間の短縮を目
指すには、運送の継ぎ目つまり待ち時

間を可能な限り短縮化する必要があ
る。また、各運送やハンドリング時間
の変更や突発的な事故への柔軟な対
応が不可欠である。このような点から、
貨物運送にともなう時間や情報を一
元的に管理することが重要である。  
また、運送時間の短縮とはいわゆ

る運送手段の高速化でなく、運送手段
間の待ち時間の短縮化とくに輸出入
通関の時間短縮が重要である。  
 
(3)運送時間と制度・慣習の連鎖的変
化  
 上記の後、取引システムが運送の進

展によってどのように変化してきた

のかを、物流、貿易管理、決済、貨物

保険、トレードタームズの各サブシス

テムに分けて観察した。ここでは、こ

のような変化の連鎖を横断的に分析

する。  
 近年の運送手段はコンテナ船であ

るが、これでは荷受人が積込みをおこ

なうことはなく、運送人あるいはその

代理人が、積込みに先立って、荷送人

から貨物を引き取る。これがトレード

タームズの国際統一規則であるイン

コタームズの規定を変更させること

になり、コンテナ用の条件や運送人引

渡の条件を登場させた。  
 このような物流上の特徴が、様々な

特有の制度・慣習の要因となっていっ

た。たとえば、フォワーダーの多機能

化つまり多人格化は、同一企業内で、

荷送人として、かたや運送人の代理人

として運送契約を締結する「混載貨物

における企業内契約」を生じさせた。 
 混載制度は、急増したスペースを効

率よく販売するための有力な手段で

あったが、同時に運送契約の多重化が

生じ、上にあげた「企業内契約」の原

因のひとつとなった。また、契約運送

人発行のHouse 運送書類という書式
も生み出した。この 運送書類が非流

通性として発行されるということか

ら、信用状取引やＤ／Ｐ決済など、銀

行が書類に担保権を設定する必要が

生じたときには、荷受人を銀行とする

「銀行荷受人」という制度が一般的に

なった。この銀行荷受人の結果、Trust 

Receipt制度のひとつであるRelease 

Orderという制度が一般化した。 

 通関制度については、一層迅速な通

関が要求され、結果としてオンライン

通関制度であるＮＡＣＣＳや一連の



 

 

簡易通関制度が創設された。 

  
(4)機能的制度・慣習と調整的制度・
慣習  
 これ以降は、以上の分析にもとづい

て、物流変化と経済制度や慣習変化の

関係について一般化する。  
以上の制度・慣習を列挙すると、受

取式積載、企業内契約、受取式運送状、

非 流 通 性 運 送 状 、 銀 行 荷 受 人 、

Release Order、運送人引渡トレード
タームズ、簡易通関、オンライン通関

などである。これらは、貨物の迅速な

移動という点から生成された制度・慣

習と、そのような制度・慣習の生成や

変化にともなう問題点や矛盾点を解

決すために生成された制度・慣習に分

けられる。  
 たとえば、混載制度、受取式積載な

どは貨物の迅速な移動を実現するた

めに生成されてきた制度・慣習である。

一方、受取式運送状、非流通性運送状、

銀行荷受人、Release Order、運送人
引 渡 ト レ ー ド タ ー ム ズ な ど の 各 制

度・慣習は、制度・慣習全体のスムー

ズな連携を実現するためのものであ

る。  
 商取引とくに貿易取引では、貨物、

対価、荷為替書類（出荷書類）が物理

的に移動する。これらをそれぞれモ

ノ・カネ・カミと表現する。貿易取引

では、モノ・カネ・カミだけが物理的

移動の対象であるから、関係当事者は、

そのような移動をできるだけ迅速に

安く安全に移動させようとする。この

ような目的で生成された制度・慣習を

機 能 的 制 度 ・ 慣 習 (Functional  
Insti tutions and Customs)と分類す
る。  
 モノ・カネ・カミの物理的な移動に

は、関係当事者間の権利・義務の移動

がともなう。このような権利・義務の

移動を明確に整理するための制度・慣

習がかたや存在する。受取式運送状、

非 流 通 性 運 送 状 、 銀 行 荷 受 人 、

Release Order、運送人引渡トレード
タームズなどの制度・慣習は、関係当

事者間の権利・義務の移動を整理する

ためのものである。このような目的の

た め に 生 成 さ れ た も の を 調 整 的 制

度・慣習 (Coordinating Institutions 
and Customs)とする。  
 制度・慣習の変化は機能的制度・慣

習からはじまる。商取引という経済行

為では、モノ・カネ・カミの物理的移

動こそが実体だからである。モノ・カ

ネ・カミの物理的移動手段は、その時

代における科学技術の進歩の影響を

受ける。たとえば、コンテナ、プロペ

ラ機、ジェット機、ジャンボ機などが

開発されると、すぐに貿易運送に導入

され、貿易取引制度・慣習を変化させ

てきた。貿易取引の制度・慣習の変化

が、歴史的に観て、郵便制度、電信通

信手段、運送手段、電子的通信手段な

どの影響を受けてきたことをみれば、

このことは明白である。  
 調整的制度・慣習は、新しい機能的

制度・慣習の導入を受けて変化し適応

する。それは、モノ・カネ・カミの物

理的移動には関係当事者の権利・義務

の移動が付随するからである。機能的

制度・慣習の変化に対応し、調整的制

度・慣習も変化を強制されるというこ

とになる。調整的という概念があらわ

すように、それは常に受動的で後発的

である。  
 機能的制度・慣習の変化にもとづい

て調整的制度・慣習の変化が発生する

ことを、機能的制度・慣習の調整的制

度・慣習に対する優越性 (Super iority  
of Functional Insti tutions and 
Customs to Coordinating  
Institutions and Customs)と名づけ
る。  
 
(5)両性的制度・慣習  
 制度・慣習の中には、常に機能的で

あるとか調整的であるとかはいえな

いものがある。たとえば、貨物代理店

制度は、その名称があらわすように調

整的な制度である。しかし、一方で、

貨物の物理的移動を促進する機能も

あわせもつ。同じように、受取式積載

制度は機能的側面と調整的側面を有

している。より正確な表現を使用すれ

ば、ある制度・慣習をつぶさにみれば、

その中にはより細かい制度・慣習が存

在している。このような分割を繰り返

していけば、最終的には、機能的かあ

るいは調整的かいずれかの性格を明

確にもつ制度・慣習に到達するのであ

る。つまり、より大きなシステムであ

る制度・慣習はその中により細かな制

度・慣習を包含するから、その中には

機能的なものと同時に調整的なもの



 

 

が混在するということになる。  
ふたつの性質をもった制度・慣習を

包含するかどうかはその制度・慣習が

入れ子構造を持つかどうかにかかっ

ている。このような制度や慣習を両性

的 制 度 ・ 慣 習 (Amphoter ic  
Insti tutions and Customs)と名づけ
ることにする。両性的制度・慣習は、

システムを大きくとられた結果とし

て観察されるものである。そのため、

制度・慣習の変化を観察する場合には、

その性格がいずれか明確になるまで

細かく分割しなければならない。両性

的制度・慣習においても、その中の機

能的制度・慣習と調整的制度・慣習を

比較すると、機能的制度・慣習の優先

にはかわりない。  
  
(6)調整的制度・慣習の連鎖的変化の
不完全性  
 制度・慣習は連鎖的に変化するので

あるが、そのような変化は調整が完全

になるまで続くわけではない。調整的

制度・慣習の変化のなかには中途半端

に終わるものがある。  
 たとえば、貨物の受取式積載という

特徴により、従来のトレードタームズ

に使用に問題を生じさせたのだが、イ

ンコタームズは新条件を採択したに

もかかわらず、一般に普及していない

ことがある。また、同じく受取式積載

制度により運送状が受取式となった

にもかかわらず、それ以上の調整的な

制度・慣習が生成せず、空券の問題を

引き起こしている。さらに、フォワー

ダーの多機能化は、商流という観点か

らは多人格化という問題を引き起こ

し、混載貨物における企業内契約の原

因となっている。企業内契約は法的に

問題の多い契約制度であるにもかか

わらず、それ以上の調整がおこなわれ

ていない。  
このように、調整的制度・慣習の連

鎖的生成や変化が中断する現象を、調

整 的 制 度 ・ 慣 習 の 不 完 全 性
(In compl et en ess of  Coordinat ing  
Inst i t ut i on s and Cus t om s)と名づける。
この不完全性が存在する制度や慣習

では、制度・慣習の不完全性にともな

う問題点が観察される。上にあげたト

レードタームズの問題点、企業内契約

の問題などはその典型的な例である。 
それではなぜこのような変化の連

鎖が中途半端で終わってしまうので

あろうか。これにはいくつかの理由が

考えられる。ひとつには、変化の連鎖

が終了しているわけではなく、単に時

間がかかっているために、短期的に観

察すると変化が頓挫しているように

みえるだけであるという考え方であ

る。これについては、検証するだけの

十分な証拠が見つからなかったので、

この論文では言及しない。別の有力な

説明は、上に述べた「機能的制度・慣

習の調整的制度・慣習に対する優越

性」である。  
ひとつの例は、トレードタームズの

解釈に関する問題である。航空運送の

物流過程はフォワーダーの多機能化

という言葉で表現できる。これを商流

という観点からみれば、多人格化と言

い換えることができる。この多人格化

は、商流過程が不明確になり、的確に

とらえることができないというブラ

ック・ボックス化の原因となっている。

1980 年、1990 年、2000 年の各インコ
タームズにおける運送人引渡 3 条件
の貨物引渡に関する表現の複雑さや

混乱はこの結果であろう。しかし、ト

レードタームズの条文を明確にする

ために、ブラック・ボックス化自体を

解決することは無意味であると同時

に不可能である。  
つまり、「機能的制度・慣習の調整

的制度・慣習に対する優越性」は、制

度・慣習変化の一方的連鎖を説明した

ものであるが、同時に調整的制度・慣

習から機能的制度・慣習への連鎖の流

れがないということも説明している

の で あ る 。 こ の ハ イ ア ラ ー キ ー

(Hierarchy)構造において、下位にあ
る調整的制度・慣習がもつ問題点の唯

一の解決方法として、より上位にある

機能的制度・慣習の変化や修正が必要

な場合には、そのような解決はなされ

ず、調整的制度・慣習の問題点は放置

されるのである。そのため、調整的制

度・慣習の連鎖的変化は不完全なまま

終了する。  
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